
　令和元年7月8日（月）第176回理事会において、優良健康組合員の被表彰者を決定いたしました。
複数年に亘り病院へかからずにいられたのは、日頃からご自身の体をしっかりと管理されてきた弛ま
ぬ努力によるものであります。引き続き健康的な生活を送れるようお祈り申し上げます。
　被表彰者の方には、組合から年数に応じて記念品をお贈りしました。

※令和元年度の被表彰者の人数は上記の通りとなりました。

税　理　士 24名

勤務税理士 4名

職　　　員 61名

合　　　計 89名

令和元年度
優良健康組合員表彰について

　令和元年6月から所得判定のために必要だった所得証明書類の添付がマイナンバーによる情報連
携により、省略可能となりました。
　今回、現在の情報連携で提供される項目に「居住用損失額（特定居住用財産の譲渡損失の損益通
算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合）」が追加されました。
　ただし、居住用損失額においては、今後も数ヶ月の間は試行運用期間として、従来どおり所得証明
書類の提出をしていただき、情報連携による照会結果と照合をする必要がありますので、該当がある
方については、組合までご連絡をお願いいたします。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

所得証明書類の添付省略
について

■ 所得証明書類の添付省略ができる手続き
・ 高齢受給者証、限度額適用認定証及び特定疾病受療証の発行
・ 高額療養費の申請
※�高齢受給者証及び70歳未満の特定疾病受領証更新対象者の方につきましては、毎年更新のご案内を送付させていただき、必
要書類のご提出をお願いしておりましたが、今後はありませんのでご注意ください。
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